
長 野 県 手 を つ な ぐ 育 成 会  会  則  

（名 称） 

第1条 本会は、長野県手をつなぐ育成会（以下本会という）という 

（事務所） 

第2条 本会の事務所は、長野市中御所岡田９８－１ 長野保健福祉事務所庁舎 1階 に置く。 

（目的） 

第3条 本会は、知的障害者（児）を守り、知的障害者対策を推進し、福祉の増進を図ることを目的とする。 

（事 業） 

第４条 本会は、次に掲げる事業を行う。 

(１) 知的障害者(児)への理解を深め、社会連帯の理念に関する事 

(２) 福祉施設、教育、訓練施設等の設置拡大に関する事 

(３) 知的障害者(児)育成の知識、技能修得及び、情報交換に関する事 

(４) 本人活動の支援 

(５) 会員相互の親睦と、関係機関・団体との連絡、協調に関する事 

(６) その他、本会の目的達成に必要な事業 

（組 織） 

第５条 本会は、長野県内の郡市毎に組織された「手をつなぐ育成会」を正会員とし、本会の主旨に賛同した

個人及び、団体を賛助会員として組織する。 

２．地区協議会を北信、長野市、東信、中信、南信の５地区において、郡市会「手をつなぐ育成会」を

もって組織する。 

３．地区協議会に関する規約、事業計画、予算、役員等については、当該地区協議会において定めるも

のとする。  

４．長野県内の郡市町村に育成会組織がない場合は、長野県手をつなぐ育成会直属会員とし、全国手を

つなぐ育成会連合会が提供する保険サービスを受けられるものとする。 

   

（役 員） 

第６条 本会に次の役員を置く 

    会 長   １名   副会長   ５名   監 事  若干名  

（事務局） 

第７条  本会の事務を処理するため、事務局を置く    

    ２．事務局に、事務局長、事務局員を置く 

（役員の選出） 

第８条 会長は、総会において会員より選出する。 

    ２．副会長５名は、各地区協議会の会長がこれにあたる。 

    ３．監事は、総会において選任する 

 (役員の任期) 

第９条  役員の任期は２ヶ年とする。 

        ２．補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 (役員の職務) 

第１０条 会長は本会を代表し、本会を統括する。 

        ２．副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。 

３．監事は、会務を監査し、総会において報告する。 

 

 

第１１条 代議員は各郡市会から１名の他、会員１００人を超えるごとに１名宛て選出する。 

（代議員） 



（会 議） 

第1２条 会議は、総会と役員会とする。 

       ２．総会は毎年１回会長が招集して開催し、事業計画・事業報告・予算・決算・会則の変更・役員の

改選等について審議する。 

    ３．臨時総会は、地区協議会からの要求のほか、必要の都度会長が招集する。 

    ４．総会の招集は、文書により日時・会場・議案等必要事項を明記し、開日の 1 週間以上前に発信し

なければならない。 

    ５．総会の議長は、出席代議員の中から選出し、議事録を作成し、2名の署名委員が署名する。 

    ６．総会は、代議員の過半数の出席をもって成立する。委任状及び代理人は出席とみなす。議決は、

出席者の過半数をもって成立する。 

７．役員会は、必要の都度会長が招集する。 

 (専門部会) 

第1３条  本会の活動を適切・活発なものとし、会員の要請に応えるため専門部会を設ける事が出来る。 

    ２．専門部会は、本会の内部組織として、本会の事業につき専門分野において活動する。 

    ３．専門部会の経費は、本会予算のほか別途徴収する事が出来る。 

 （情報開示） 

第１４条 本会の活動状況及び、必要な情報は、会報等により会員に報告するとともに、情報は常に開示しな

ければならない。 

 

（負担金） 

第１５条 正会員は、毎年度、予算の決定によって、負担金を納入しなければならない。 

    ２． 本会の負担金は、構成する各市町村の５月１日現在の人口と各郡市会の会員数の両方を加味する。 

    ３．会員数は各郡市会の年度初めの会員とし、郡市会からの申告数を基とする。 

    ４．賛助会員は賛助会費を納入する。 

    ５．長野県手をつなぐ育成会直属預かり会員の会費は2,000円とする。 

                           

 

負担金計算式 

     ＜会員数×５００円＞ ＋ ＜構成する市町村の人口×６/１０＞ 

                     但２～３年ごとに見直す 

 

 （会計年度） 

第１６条 本会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

 (会則の変更) 

第１７条 本会の会則の変更は、総会の決議を得て行う。 

 

 

 付 則 

この規程は、平成２２年５月１４日より実施する。 

２．平成２４年５月１２日 一部を改正する。 

３．平成２７年５月１６日 一部を改正する 

４．令和 ２年６月１５日 一部を改正する 

５．令和 ３年５月３０日 一部を改正する 

 



          

    

    

 

 

 

参 考  （会則の変更と組織名の変遷） 

＊長野県精神薄弱者育成会 会則 

１、 この会則は、昭和３７年１２月９日から実施する。 

＊長野県手をつなぐ親の会 会則 

２、 昭和４０年１２月１３日一部変更を実施する。 

３、 昭和５０年４月６日一部改正、実施する。 

４、 本会運営細則は、昭和５０年４月６日別にこれを定める。 

５、 昭和５７年３月３０日会則及び運営細則の一部改正、実施する。 

＊長野県知的障害者育成会 会則 

６、 平成７年５月３０日会の名称、会則及び運営細則の一部改正、６月１日より実施する。 

７、 平成８年６月１日会則の一部改正、実施する。 

＊長野県知的障害者育成会（長野県手をつなぐ親の会）会則 

８、 平成１４年１２月１日 会の名称、会則及び運営細則の一部改正、実施する。 

＊社会福祉法人長野県知的障害者育成会 会員規程 

９、 平成16年2月14日より実施する（定款の公益事業を行う会員規定） 

＊長野県手をつなぐ育成会 会則 

１０、 平成22年3月14日 組織分離 

社会福祉法人長野県知的障害者育成会の中にあった「長野県知的障害者育成会」を運動体で

ある育成会活動と社会福祉法人の事業経営とはその体質が全く異なることから、法人事業経

営を取り決めている「定款」の規定から分離して平成22年5月14日の総会にて旧来の運動

体の「長野県手をつなぐ育成会」を立ち上げた。 

１１， 令和3年2月１５日 事務所移転 

長野市若里の社会福祉総合センタービルの解体により事務所を移転 


